
様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）(第1面)

広島市長

提出者

住所

氏名

(法人にあっては，名称及び代表者の氏名)

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

 事　業　場　の　名　称 医療法人あかね会　大町土谷クリニック

 事 業 場 の 所 在 地 広島市安佐南区大町東2-8-35

④特別管理産業廃棄物
  の一連の処理の工程

感染性産業廃棄物焼却処理（処理委託）
⇒溶融（処理委託）
⇒道路路盤強化材等として再生利用

令和5年4月1日～令和6年3月31日

①事　業　の　種　類 医療業

②事　業　の　規　模
透析台数210台（入院病床なし）
患者数約400名規模の外来透析診療所

③従　 業　 員 　数 131名（令和5年4月1日現在）

 計　　画　　期　　間

医療法人あかね会

082-243-9191

特別管理産業廃棄物処理計画書

令和5年4月24日

広島市中区中島町3-30

理事長　土谷　治子



別紙４

令和４ 年度）実績量
令和5 年度）計画量

　 単位：トン／年 単位：トン／年

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

96 95 96 95

96 95 0 0 0 0 0 0 0 0 96 95 0 0 0 0 0 0 0 0

　 ※上記に分類できない特別管理産業廃棄物がある場合に限り、空欄へその特別管理産業廃棄物の具体的な名称を記入してください。

（廃棄物処理法-特管産廃処理計画書）

認定熱回収業者への
処理委託量

現状：前年度（
計画：今年度（

廃油

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行う産業廃棄物の量

全処理委託量

特別管理産業廃棄物の種類

自ら行う再生利用に関する事項 自ら行う中間処理に関する事項 自ら行う埋立処分等に関する事項 処理委託に関する事項
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別紙５（廃棄物処理法-特管産廃処理計画書）

１　特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項（管理体制図等）

２　特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　

管理体制図（大町土谷クリニック　特別管理産業廃棄物）

　　　理事長
　
　

　　　　　　　　特別管理産業廃棄物管理責任者
　　　　　　　　　　　　　　　（事務部副部長１名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　院内運営会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（院長および各部署責任者）

　　　　　　　　　　　　　　　2F(外来) 　3F透析室  4F透析室 　5F透析室

各階透析室管理者：臨床工学技士長　サブ:主任・副主任
2階外来管理者：看護師長

　
月に1度、院内運営会議にて感染性廃棄物実績を公表し、分別・減量強化の指示報告。

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

分別の強化（感染・非感染）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

分別の強化（感染・非感染）
エコペール（廃棄ケース）の最適化による廃棄効率の強化

【参考様式】
記載項目を満たしていれば、任意の様式
で作成したものでも提出可能です。

【参考様式】
記載項目を満たしていれば、任意の様式
で作成したものでも提出可能です。



３　特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

４　自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

５　自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

　　①現状
　　（分別している特別管理産業廃棄物
の
　　　種類及び分別に関する取組）

感染性産業廃棄物
フロアごとに排出される数量等チェック・データ管理

　　②計画
　　（今後、分別する予定の特別管理産
業
　　廃棄物の種類及び分別に関する取
組）

感染性産業廃棄物
フロアごとに排出される数量等チェック・データ管理

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）



６　自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

７　特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

8　電子情報処理組織の使用に関する事項

ｔ

　　②今後実施する予定の取組等

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

マニフェスト管理の徹底
（令和2年度より電子マニフェスト導入）

最終処分場として、リサイクルまで一貫した管理可能な業者
を　厳選し、処分委託を行っている

年1回、最終処分場にて処理および再生状況等を視察・　確
認

96
　　①特別管理産業廃棄物排出量
　　(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

同上


